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新  監  第  ８  号  

平成２９年２月１７日  

 

様  

 

 

                      新居浜市監査委員 田 中 洋 次 

                      新居浜市監査委員 柿 並 哲 也 

                      新居浜市監査委員 仙 波 憲 一 

 

 

       工事監査の結果について（提出） 

 

地方自治法第１９９条第１項から第４項までの規定に基づき、平成２８年１０月３１日から 

１１月２日までの間に実施した工事監査について、同条第９項の規定による監査結果に関する報

告並びに同条第１２項の規定による措置状況を、次のとおり提出（公表）します。 

 

１ 監 査 の 対 象  平成２８年度に施工済又は施工中のものから抽出 

・泉川小学校校舎南棟大規模改修工事（外部） 

（教育委員会学校教育課、建設部建築住宅課） 

             ・公用車等駐車場整備工事（第１工区） 

（消防本部総務警防課、建設部都市計画課） 

             ・北内町配水管布設替工事（第２工区） 

（水道局工務課） 

 

２ 監 査 の 範 囲  対象工事全般 

 

３ 監査を実施した委員  田 中 洋 次・柿 並 哲 也・仙 波 憲 一 

 

４ 監 査 の 方 法  関係部局等から関係資料の提出を求め、関係職員から説明を聴取し、

書類審査及び現地での監査を実施した。 

なお、実施に当たっては、監査の充実を期するため、技術調査業務

を公益社団法人大阪技術振興協会に委託し、技術士による調査結果の

報告等を参考にした。 

 

５ 監 査 の 結 果  概ね適正に処理されているものと認められたが、事務執行の一部に

おいて指摘事項が見受けられた。 

  今後においても、良質な公共資産を確保するため、適正かつ効果的

な執行に留意するよう望むものである。 

             なお、各工事にかかる指摘事項及び指摘事項の回答（措置を講じた

場合）は、次のとおりである。 
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工 事 監 査 

 

１ 工事の概要 

 

工 事 名 

（担当部局課名） 
工 事 の 概 要 

契約金額

（千円） 
工期 

 

泉川小学校校舎南棟大

規模改修工事（外部） 

 

（教育委員会学校教育

課、建設部建築住宅

課） 

 

敷地面積（整備対象） 約 2,180㎡ 

建築面積（大規模改修棟）約 900㎡ 

延床面積（大規模改修棟）約 2,700㎡ 

構造規模 鉄筋コンクリート３階建て 

仕上 外壁部＝吹付塗装仕上げ 

 

築後４４年が経過し、老朽化が進んでい

る校舎の開口部（アルミサッシ）部材の更

新及び外壁塗装の吹き直し等の長寿命化改

修を行い、教育環境の質的改善、建物の機

能向上を図る。 

 

 

136,080 

 

 

28.7.4 

～29.3.24 

 

公用車等駐車場整備工事

（第１工区） 

 

（消防本部総務警防課、

建設部都市計画課） 

 

擁壁工 １号 L=105.0ｍ 

    ２号 L=89.0ｍ 

排水工 １号Ｕ型 L=16.5ｍ 

    ２号Ｕ型 L=51.5ｍ 

    ３号Ｕ型 L=43.5ｍ 

舗装工 A=2,720㎡ 

付帯工 一式 

 

総合防災拠点施設の建設に伴い、使用で

きなくなる既設の公用車等の駐車場の代替

施設として整備する。 

 

 

25,574 

 

 

28.9.5 

～28.12.20 

 

北内町配水管布設替工事

（第２工区） 

 

（水道局工務課） 

 

水道配水用ポリエチレン管（φ100）布設工 

L=140ｍ 

水道配水用ポリエチレン管（φ50）布設工 

L=161ｍ 

制水弁設置工（φ100） ４基 

制水弁設置工（φ50）  １基 

消火栓設置工         ２基 

空気弁設置工（φ25） １基 

 

下水道工事に伴い、支障となる給配水管

を布設替し、併せて、下水道工事区間に隣

接する区間に埋設されている硬質塩化ビニ

ル管も耐震化を目的として布設替する。 

 

 

13,932 

 

28.5.9 

～29.2.28 
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２ 教育委員会学校教育課及び建設部建築住宅課に対する指摘事項及び回答内容 

（回答は平成２９年１月１０日付け） 

 

対象工事名 築第９７号 泉川小学校校舎南棟大規模改修工事（外部） 

 

（１）統括安全衛生管理義務者の指名について 

  同じ工事区域で別途工事として、泉川小学校校舎南棟大規模改修工事（内部）、泉川小学

校校舎南棟大規模改修工事に伴う場内改修他工事、機械設備工事、電気設備工事及び仮設校

舎工事等が発注されている。労働安全衛生法第３０条第２項では、このような場合、発注者

は施工業者の１社を統括安全衛生管理義務者に指名することを規定していることからも、よ

り安全な現場になるように、発注者は、元請業者の中から、統括安全衛生管理業務を講ずべ

き者として１業者を指名されたい。 

   

＜回答＞ 

工事現場におきましては、工事全体会開始時、統括安全衛生管理業務に取り組む業者を指

名しておりましたが、口頭のみでの指名としておりました。今後は文書にて１業者を指名し、

責任の所在を明確にするよう取り組んでまいります。 

 

（２）産業廃棄物の排出事業者について 

  解体工事施工計画書８－１産業廃棄物処理フロー図において、工事の下請業者が産業廃

棄物の排出事業者となっているが、下請業者は産業廃棄物の排出事業者にはなれないため修

正されたい。 

 

＜回答＞ 

産業廃棄物の排出は元請業者で行っておりますが、書面への記載内容に誤りがありました。

ご指摘の内容について、修正いたします。 

 

 

３ 消防本部総務警防課及び建設部都市計画課に対する指摘事項 

 

対象工事名 都受第８号 公用車等駐車場整備工事（第１工区） 

 

  指摘事項なし 

 

 

４ 水道局工務課に対する指摘事項 

 

対象工事名 水建下第１号 北内町配水管布設替工事（第２工区） 

 

指摘事項なし 

 

 


